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記載例と記載方法258

別
　
表
　
㈡
　
有
資
格
コ
ー
ド
一
覧
〔
一
般
建
設
業
〕

（
注
）「
１
」…
法
第
７
条
第
２
号
イ
該
当
（
指
定
学
科
を
卒
業
後
、
一
定
期
間
以
上
の
実
務
経
験
）

「
４
」…
法
第
７
条
第
２
号
ロ
該
当
（
10
年
以
上
の
実
務
経
験
）

「
７
」…
法
第
７
条
第
２
号
ハ
該
当
（
国
家
資
格
取
得
者
等
）

コ
ー
ド

資
格
区
分

建
設
業
の
種
類

土
建
大
左
と
石
屋
電
管
タ
鋼
筋
舗
し
板
ガ
塗
防
内
機
絶
通
園
井
具
水
消
清
解

０
１
法
第
７
条
第
２
号
　
イ
　
該
当
（
指
定
学
科
卒
業
＋
実
務
経
験
）
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

０
２
法
第
７
条
第
２
号
　
ロ
　
該
当
（
10
年
の
実
務
経
験
）

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４

建 設 業 法 （ 技 術 検 定 ）

合 格 証 明 書

１
１
１
級
建
設
機
械
施
工
技
士

７
７

７

１
Ａ
１
級
建
設
機
械
施
工
技
士
（
附
則
第
４
条
該
当
）

７
７

７
７

１
２
２
級
建
設
機
械
施
工
技
士
（
第
１
種
～
第
６
種
）

７
７

７

１
Ｂ
２
級
建
設
機
械
施
工
技
士
（
第
１
種
～
第
６
種
）（
附
則
第
４

条
該
当
）

７
７

７
７

１
３
１
級
土
木
施
工
管
理
技
士

７
７
７

７
７
７

７
７

７

１
Ｃ
１
級
土
木
施
工
管
理
技
士
（
附
則
第
４
条
該
当
）

７
７
７

７
７
７

７
７

７

１
４

２
級
土
木
施
工
管
理
技
士

種 別

土
木
７

７
７

７
７
７

７
７

１
Ｄ

土
木
（
附
則

第
４
条
該
当
）
７

７
７

７
７
７

７
７

１
５

鋼
構
造
物
塗
装

７

１
６

薬
液
注
入

７

１
Ｅ

薬
液
注
入（
附

則
第
４
条
該
当
）

７
７

２
０
１
級
建
築
施
工
管
理
技
士

７
７
７
７
７
７

７
７
７

７
７
７
７
７

７
７

７

２
Ａ
１
級
建
築
施
工
管
理
技
士
（
附
則
第
４
条
該
当
）

７
７
７
７
７
７

７
７
７

７
７
７
７
７

７
７

７
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コ
ー
ド

資
格
区
分

建
設
業
の
種
類

土
建
大
左
と
石
屋
電
管
タ
鋼
筋
舗
し
板
ガ
塗
防
内
機
絶
通
園
井
具
水
消
清
解

２
１

２
級
建
築
施
工
管
理
技
士

種 別

建
築

７
７

２
２

躯
体

７
７

７
７
７

７

２
Ｂ

躯
体
（
附
則

第
４
条
該
当
）

７
７

７
７
７

７

２
３

仕
上

げ
７
７

７
７

７
７
７
７
７
７

７
７

２
７
１
級
電
気
工
事
施
工
管
理
技
士

７

２
８
２
級
電
気
工
事
施
工
管
理
技
士

７

２
９
１
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士

７

３
０
２
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士

７

３
１
１
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
技
士

７

３
２
２
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
技
士

７

３
３
１
級
造
園
施
工
管
理
技
士

７

３
４
２
級
造
園
施
工
管
理
技
士

７

建 築 士 法

免 許 証

３
７
１
級
建
築
士

７
７

７
７
７

７

３
８
２
級
建
築
士

７
７

７
７

７

３
９
木
造
建
築
士

７

４
１
建
設
・
総
合
技
術
監
理
（
建
設
）

７
７

７
７
７

７
７

４
Ａ
建
設
・
総
合
技
術
監
理
（
建
設
）（
附
則
第
４
条
該
当
）

７
７

７
７
７

７
７

４
２
建
設
「
鋼
構
造
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」・
総
合
技
術
監
理
（
建

設
「
鋼
構
造
物
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」）

７
７

７
７

７
７

７
７

４
Ｂ
建
設
「
鋼
構
造
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」・
総
合
技
術
監
理
（
建

設
「
鋼
構
造
物
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」）
（
附
則
第
４
条
該
当
）
７

７
７

７
７
７

７
７

４
３
農
業
「
農
業
土
木
」・
総
合
技
術
監
理
（
農
業
「
農
業
土
木
」）
７

７
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コ
ー
ド

資
格
区
分

建
設
業
の
種
類

土
建
大
左
と
石
屋
電
管
タ
鋼
筋
舗
し
板
ガ
塗
防
内
機
絶
通
園
井
具
水
消
清
解

４
Ｃ
農
業
「
農
業
土
木
」・
総
合
技
術
監
理
（
農
業
「
農
業
土
木
」）

（
附
則
第
４
条
該
当
）

７
７

７

４
４
電
気
電
子
・
総
合
技
術
監
理
（
電
気
電
子
）

７
７

　 　 　  技 術 士 法

　 　 　 　 登 録 証

４
５
機
械
・
総
合
技
術
監
理
（
機
械
）

７

４
６
機
械
「
流
体
工
学
」
又
は
「
熱
工
学
」・
総
合
技
術
監
理
（
機

械
「
流
体
工
学
」
又
は
「
熱
工
学
」）

７
７

４
７
上
下
水
道
・
総
合
技
術
監
理
（
上
下
水
道
）

７
７

４
８
上
下
水
道
「
上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
」・
総
合
技
術
監
理

（
上
下
水
道
「
上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
」）

７
７

７

４
９
水
産
「
水
産
土
木
」・
総
合
技
術
監
理
（
水
産
「
水
産
土
木
」）
７

７
７

４
Ｄ
水
産
「
水
産
土
木
」・
総
合
技
術
監
理
（
水
産
「
水
産
土
木
」）

（
附
則
第
４
条
該
当
）

７
７

７
７

５
０
森
林
「
林
業
」
・
総
合
技
術
監
理
（
森
林
「
林
業
」）

７

５
１
森
林
「
森
林
土
木
」・
総
合
技
術
監
理
（
森
林
「
森
林
土
木
」）
７

７
７

５
Ａ
森
林
「
森
林
土
木
」・
総
合
技
術
監
理
（
森
林
「
森
林
土
木
」）

（
附
則
第
４
条
該
当
）

７
７

７
７

５
２
衛
生
工
学
・
総
合
技
術
監
理
（
衛
生
工
学
）

７

５
３
衛
生
工
学
「
水
質
管
理
」・
総
合
技
術
監
理
（
衛
生
工
学
「
水

質
管
理
」）

７
７

５
４
衛
生
工
学
「
廃
棄
物
管
理
」・
総
合
技
術
監
理
（
衛
生
工
学

「
廃
棄
物
管
理
」）

７
７

７

電
気
工
事
士
法

免
状

５
５
第
１
種
電
気
工
事
士

７

５
６
第
２
種
電
気
工
事
士


【
３
年
】

７

電
気
事
業
法

免
状

５
８
電
気
主
任
技
術
者
（
第
１
種
～
第
３
種
）

【
５
年
】

７

電気
通信

事業
法

資
格
者
証
５
９
電
気
通
信
主
任
技
術
者


【
５
年
】

７
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コ
ー
ド

資
格
区
分

建
設
業
の
種
類

土
建
大
左
と
石
屋
電
管
タ
鋼
筋
舗
し
板
ガ
塗
防
内
機
絶
通
園
井
具
水
消
清
解

水
道
法

免
状

６
５
給
水
装
置
工
事
主
任
技
術
者


【
１
年
】

７

消
防
法

免
状

６
８
甲
種
消
防
設
備
士

７

６
９
乙
種
消
防
設
備
士

７

７
１
建
築
大
工

７

６
４
型
枠
施
工

７
７

６
Ｂ
型
枠
施
工
（
附
則
第
４
条
該
当
）

７
７

７

７
２
左
官

７

５
７
と
び
・
と
び
工

７
７

５
Ｂ
と
び
・
と
び
工
（
附
則
第
４
条
該
当
）

７
７

７
３
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

７

７
Ａ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
（
附
則
第
４
条
該
当
）

７
７

６
６
ウ
ェ
ル
ポ
イ
ン
ト
施
工

７

６
Ｃ
ウ
ェ
ル
ポ
イ
ン
ト
施
工
（
附
則
第
４
条
該
当
）

７
７

７
４
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
・
空
気
調
和
設
備
配
管

７

７
５
給
排
水
衛
生
設
備
配
管

７

職 業 能 力 開 発 促 進 法

合 　 格 　 証 　 書 　

７
６
配
管
（
注
１
）・
配
管
工

７

７
０
建
築
板
金
「
ダ
ク
ト
板
金
作
業
」

７
７

７

７
７
タ
イ
ル
張
り
・
タ
イ
ル
張
り
工

７

７
８
築
炉
・
築
炉
工
・
れ
ん
が
積
み

７

７
９
ブ
ロ
ッ
ク
建
築
・
ブ
ロ
ッ
ク
建
築
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
積
み

ブ
ロ
ッ
ク
施
工

７
７

８
０
石
工
・
石
材
施
工
・
石
積
み

７
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コ
ー
ド

資
格
区
分

建
設
業
の
種
類

土
建
大
左
と
石
屋
電
管
タ
鋼
筋
舗
し
板
ガ
塗
防
内
機
絶
通
園
井
具
水
消
清
解

８
１
鉄
工
（
注
２
）・
製せ
い
罐か
ん

７

８
２
鉄
筋
組
立
て
・
鉄
筋
施
工
（
注
３
）

７

８
３
工
場
板
金

７

８
４
板
金
・
建
築
板
金
・
板
金
工
（
注
４
）

７
７

８
５
板
金
・
板
金
工
・
打
出
し
板
金

７

８
６
か
わ
ら
ぶ
き
・
ス
レ
ー
ト
施
工

７

８
７
ガ
ラ
ス
施
工

７

８
８
塗
装
（
注
６
）・
木
工
塗
装
・
木
工
塗
装
工

７

８
９
建
築
塗
装
・
建
築
塗
装
工

７

９
０
金
属
塗
装
・
金
属
塗
装
工

７
※
等
級
区
分
が
２
級
の

場
合
は
、
合
格
後
３

年
以
上
の
実
務
経
験

を
要
す
る
。

　
た
だ
し
、
平
成
16
年

４
月
１
日
時
点
で
合

格
し
て
い
た
者
は
実

務
経
験
１
年
以
上
。

９
１
噴
霧
塗
装

７

６
７
路
面
標
示
施
工

７

９
２
畳
製
作
・
畳
工

７

９
３
内
装
仕
上
げ
施
工
・
カ
ー
テ
ン
施
工
・
天
井
仕
上
げ
施
工
・

床
仕
上
げ
施
工
・
表
装
・
表
具
・
表
具
工

７

９
４
熱
絶
縁
施
工

７

９
５
建
具
製
作
・
建
具
工
・
木
工
（
注
５
）・
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル

施
工
・
サ
ッ
シ
施
工

７

９
６
造
園

７

９
７
防
水
施
工

７

９
８
さ
く
井

７

６
１
地
す
べ
り
防
止
工
事


【
１
年
】

７
７
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コ
ー
ド

資
格
区
分

建
設
業
の
種
類

土
建
大
左
と
石
屋
電
管
タ
鋼
筋
舗
し
板
ガ
塗
防
内
機
絶
通
園
井
具
水
消
清
解

６
Ａ
地
す
べ
り
防
止
工
事
（
附
則
第
４
条
該
当
）

【
１
年
】

７
７

７

４
０
基
礎
ぐ
い
工
事

７

６
２
建
築
設
備
士


【
１
年
】

７
７

６
３
計
装


【
１
年
】

７
７

６
０
解
体
工
事

７

そ
　
の
　
他

９
９
そ
の
他
（
上
記
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）

７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７

備
考
・
資
格
区
分
右
端
の
【
　
　
　
】
内
に
記
載
さ
れ
て
い
る
年
数
は
、
当
該
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
資
格
試
験
の
合
格
後
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
実
務
経
験
年
数
で
す
。
資
格
証
等
の
写
し
の
他
に

様
式
第
九
号
（
実
務
経
験
証
明
書
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

（
注
１
）　
配
管
：
職
業
訓
練
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
48
年
政
令
第
98
号
。
以
下
「
昭
和
48
年
改
正
政
令
」
と
い
い
ま
す
。）
に
よ
る
改
正
後
の
配
管
と
す
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
選
択
科
目
を
「
建
築
配
管
作
業
」
と
す
る
も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。

（
注
２
）　
鉄
工
：
昭
和
48
年
改
正
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
鉄
工
と
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
選
択
科
目
を
「
製
缶
作
業
」
又
は
「
構
造
物
鉄
工
作
業
」
と
す
る
も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。

（
注
３
）　
鉄
筋
施
工
：
昭
和
48
年
改
正
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
鉄
筋
施
工
と
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
選
択
科
目
を
「
鉄
筋
施
工
図
作
成
作
業
」
及
び
「
鉄
筋
組
立
て
作
業
」
と
す
る
も
の
の
双

方
に
合
格
し
た
者
に
限
ら
れ
ま
す
。

（
注
４
）　
板
金
・
板
金
工
：
屋
根
工
事
業
の
有
資
格
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
昭
和
48
年
改
正
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
板
金
又
は
板
金
工
と
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
選
択
科
目
を
「
建
築

板
金
作
業
」
と
す
る
も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。
板
金
工
事
業
の
有
資
格
者
と
な
る
場
合
に
は
こ
の
様
な
選
択
科
目
の
限
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
注
５
）　
木
工
：
昭
和
48
年
改
正
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
木
工
と
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
選
択
科
目
を
「
建
具
製
作
作
業
」
と
す
る
も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。

（
注
６
）　
塗
装
：
昭
和
48
年
改
正
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
塗
装
と
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
選
択
科
目
を
ど
の
作
業
と
し
て
も
「
塗
装
」
に
該
当
し
ま
す
。


